認知症疾患医療センター指定申請書（要綱様式第1号）の記載要領

◆共通事項
　○記入欄に書き切れないときは、「別添のとおり」と記載し、書類を添付してください。
　○記入事項の理解に役立つ資料（広報誌やホームページを印字したもの、研修会や連絡会の次第など）を必要に応じて添付してください。

別添資料１
◆１　指定対象医療機関の概要
　〇「応募類型」　　「基幹型」または「地域型」を記載してください。
〇「設置主体」
	記載名称
	事項

	医療法人
	特定医療法人、社会医療法人を含む。

	国
	国立大学独立行政法人および国立病院機構独立行政法人を含む。

	個人
	一般財団法人、公益財団法人、株式会社を含む。



　〇「医療機関種別」
	記載名称
	事項

	一般病院
	「精神科病院」「診療所」以外に該当するもの

	精神科病院
	精神病床のみを有する病院

	診療所
	患者を入院させるための施設を有しないもの又は１９人以下の患者を入院させるための施設を有するもの



　〇「認知症に関する相談件数」
・ここでの「相談」は診療報酬のない相談やアセスメント等をいい、「受けたもの」と「発信したもの」の合計の各年度の延べ回数を計上する。
・相談者は、患者、家族、介護者、地域包括支援センター職員、かかりつけ医、院内他診療科等の区別は問わない。
※ただし、同一の相談について重複カウントはしない。
（例）相談を「受けた」がその時に対応できず、折り返し「発信して」対応した
場合には、「受けたもの」のみに計上する。
	項目
	留意事項

	面接
	・院内他科からの相談、自院開催による認知症カフェ等での面接も含めてよい。
・面接にカンファレンスを含むが、参加人数に関わらず1件でカウントする。

	訪問
	・当事者等の自宅、他の医療機関、介護施設等を訪問し、認知症の医療やケアについて助言又は指導を行った場合等にカウントする。
・認知症初期集中支援や物忘れ相談会，他施設で行う認知症カフェ等，院外に出向いて実施した相談も含めてよい。
※往診は含まないが、同行した相談員が相談支援を実施した場合にはカウントすることができる。


　〇「認知症に関する診断件数（実数）」
・主たる病名を選択し、重複しないようにする。
・同一患者において、当該年度に複数回受診があり、病名が変わった場合については
原則、最初の診断の結果を計上する。

〇「予約受付時から初診までの待機日数（年間平均）」
　・緊急枠や特別枠を除き、前年度（4月1日～年3月31日）時点での待機日数の
平均日数を記載する。

〇「診療報酬」
　・各年度における、認知症専門診断管理料１、２及び認知症ケア加算１、２、３の
請求件数をカウントする。

〇「救急医療機関」
　・消防法２条９項により1964年の「救急病院等を定める省令（昭和39年2月20日厚生省令第8号）」に基づき、都道府県知事が告示し指定する病院のことをいう。

◆２　事業運営体制
　○「専門医療相談を受付する組織」
　　・相談窓口の平日、休日、夜間等の対応に関する体制や、具体的な相談時間を記入してください。
　　・相談受付について、対面、電話、FAX、E-mailなど、具体的な手段を記入してください。
　　・配置される人員の勤務体制及び担当する業務分担を記入してください。（組織図に記載可）

　センター組織図例
　　センター長　　　　医療相談室スタッフ
　　　医師（1名）－　医師（２名）　　　　　専門医療相談、鑑別診断とそれに基づく
※１　　　　　　　　　　　　　　　初期対応、身体合併症等の急性期対応など
－　臨床心理士（1名）　　専門医療相談、研修会、連携協議会
　　　　　　　　　　※２　　　　　　　　　　情報収集・発信、センター間連携
　　　　　　　　　－　精神保健福祉士（1名）専門医療相談、研修会、連携協議会
　　　　　　　　　　※３　　　　　　　　　　情報収集・発信、センター間連携
　　　　　　　　　－　保健師（1名）　　　　専門医療相談
※４　　　　　　　　　　地域包括支援センター等連携担当

　※１　医師は、常には精神科外来で診療を行っている。午後からは、もの忘れ外来として、センター相談者の診療など優先的に行う。
　※２　臨床心理士は、常には精神科外来で、カウンセリング、検査等を行っている。午後からは、もの忘れ外来として、センター相談者のカウンセリング、検査等優先的に行う。
　※３　精神保健福祉士は、医療相談室で専門医療相談等に従事する。また、センター業務以外の一般の相談業務等を兼務する。
　※４　保健師は、医療相談室で専門医療相談等に従事する。なお、主に地域包括支援センターや介護関係者との連携業務を行う。
○「人員配置」
　　・医療相談室の人員の配置について
	職種
	主な業務
	従事割合
	人数

	医師
	・専門医療相談
・鑑別診断とそれに基づく対応
・身体合併症・周辺症状への急性期対応
・かかりつけ医等への研修会の開催
・認知症疾患医療連携協議会の開催
・センター間における研修会及び連絡会の開催等
・情報収集・発信
	専任
	1名以上

	臨床心理技術者

	
	専任
	1名以上

	精神保健福祉士又は保健師等
	
	専任
	１名以上

	
	・地域包括支援センターとの連絡調整
	常勤専従
	1名


※専任
概ね1日の勤務時間の半分を認知症に関連した診療等（例：認知症外来やもの忘れ外来、認知症に関する調査、文献チェックや研修会の準備等）に充てることにより、センター業務に支障なく従事できる体制を確保していれば、その他診療を兼任していても差し支えないものとする。

※常勤専従
原則として、病院で定められた勤務時間を全て勤務する者をいう。
また、専従（当該業務の実施日において、当該業務に専ら従事していることをいう。この場合において、「専ら従事している」とは、その就業時間の少なくとも８割以上、当該業務に従事していることをいう。

　◆３　検査体制、４　医療体制
　　・連携病院との承諾書は下記の（例）を参考に任意に作成してください。
検査体制（地域型の場合）
	検査機器
	保有、連携体制の整備
	備考

	ＣＴ
	保有必須
	－

	ＭＲＩ
	未保有の場合、他病院との連携可
	未保有の場合、連携承諾書が必要

	ＳＰＥＣＴ
	未保有の場合、他病院との連携可
	未保有の場合、連携承諾書が必要



　　（例）検査体制承諾書
　医療機関名
　院長　　　　　　殿
　　　　　　　　　　　　　　承　諾　書
　茨城県認知症疾患医療センター（○○型）の指定を受ける貴院と○○検査の
連携を図り協力いたします。　　
　　
　　令和〇年〇月〇日
　　　住　　　所
　　　医療機関名
　　　院　長　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印











　　
（例）医療連携体制承諾書
　医療機関名
　院長　　　　　　殿
　　　　　　　　　　　　　　承　諾　書
　茨城県認知症疾患医療センター（○○型）の指定を受ける貴院と当院との間で入院患者紹介について、連携を図り協力いたします。　　
　　
　　令和〇年〇月〇日
　　　住　　　所
　　　医療機関名
　　　院　長　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印














　〇医療体制の項目説明
	項目名
	概要説明

	一般病床に入院する認知症患者へのリエゾンチーム等による精神科的ケースワークの実施
	一般病床に入院する認知症患者に対する、疾患センターに配置される専門医を含む多職種チームによる、入院中の認知症患者の諸症状に対する助言，医療の実施，カンファレンスへの参加を含む。

	院内における全診療科を対象とした認知症に関する研修会
	・院内の認知症の診療科以外を対象にした研修。
・院内外来・病棟従事者に対する認知症の正しい知識や対応方法についての研修および急性期病棟従事者等への認知症対応力向上研修等の実施や協力を含む。

	確保している空床数
	一日あたり確保している空床数を記載。



　◆５　地域連携及び当事者等支援
○「認知症疾患医療連携協議会開催計画」、「研修会開催計画」
　　・具体的な計画の記入に当たっては、センター運営事業実施要綱様式第６号の報告書の項目を参考にしてください。
　　・これまで開催実績がある場合は、具体的な実績を記入するとともに、開催回数増や内容の充実を図るなど改善点等があれば記入してください。

　○「地域への認知症医療に関する情報発信の取組」
　　・認知症疾患医療に関する情報の収集方法とその発信方法について記入してください。








　〇「初期集中支援チームへの関与」
	項目名
	概要説明

	センター内にチームを設置（受託）
	市町村からの業務委託を受け、疾患センターにチームを設置している場合

	[bookmark: _GoBack]チーム員として参加
	市町村が地域包括等に設置するチームに、チーム員として参加している場合

	後方支援
	チーム員ではないものの、チーム員会議での助言等、専門機関としての後方支援を行っている場合




　◆６　その他
　　・自医療機関の特徴を活かしてどのような取組（県内での役割分担）ができるかなど記入してください。




